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テクノスグループ新型コロナウイルス感染症対策委員会

“コロナウイルス感染療養解除基準”

 日々の感染予防へのご協力ありがとうございます。

9/7よりコロナウイルス陽性者の療養解除の基準が変更されました。

症状がある場合

発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快から24時間経過している

場合、8日目から療養解除を可能とします。（入院している場合は

従来通り10日間の療養継続）

症状が無い場合

療養期間は引き続き7日間とするが、5日目の検査で検査陰性である

場合には、6日目に療養解除を可能とする。

 上記を前提として症状がある者は10日間、無い者は7日間、自身

による検温・感染リスクの高い行動を控えていただく等、自主的な

感染予防行動の徹底をお願い致します。（詳細別紙参照）

※参考：厚生労働省HP
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